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４
年
６
月
か
ら
児
童
手
当
の
制
度
が
一
部
変
更
に
な
り
ま
す

■
現
況
届
の
提
出
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の

継
続
支
給
の
た
め
の
現
況
届
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す
。
※
た
だ
し
、
一

部
受
給
者
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
提
出

が
必
要
な
人
に
は
、
現
況
届
な
ど
の
書
類
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
６
月
30

日
㈭
ま
で
に
子
ど
も
福
祉
課
ま
た
は
支
所
・
連
絡
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
所
得
上
限
限
度
額
が
設
け
ら
れ
ま
す

受
給
者
の
所
得
が
所
得
上
限
限

度
額
以
上
の
場
合
は
、
４
年
６
月
分
か
ら
児
童
手
当
・
特
例
給
付
が
支
給

さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。※
児
童
手
当
な
ど
が
支
給
さ
れ
な
く
な
っ
た
あ
と
、

所
得
が
所
得
上
限
限
度
額
未
満
と
な
っ
た
場
合
は
、
改
め
て
認
定
請
求
書

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
所
得
上
限
限
度

額
な
ど
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
子
ど
も
福
祉
課
（
４
２
１
）６
７
５
４
）

６
月
定
例
会
は
５
月
31
日
に
開
会
し
ま
し
た

■
日
程

▼
７
日
㈫
〜
９
日
㈭
一
般
質
問

▼
10
日
㈮
一
般
質
問
、
質
疑

▼
14
日
㈫
総
務
・
文
教
経
済
常
任
委
員
会

▼
15
日
㈬
福
祉
・
都
市
常
任

委
員
会

▼
24
日
㈮
総
括
審
議

■
傍
聴
は
で
き
る
限
り
お
控
え
く
だ
さ
い

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
本
会
議
と
委
員
会
の
傍
聴
は
で
き
る
限
り
お
控
え

く
だ
さ
い
（
７
日
〜
10
日
の
一
般
質
問
は
傍
聴
人
数
を
18
人
に
制
限
し
ま

す
）。
傍
聴
の
際
は
、
マ
ス
ク
の
着
用
、
手
指
の
消
毒
を
お
願
い
し
ま
す
。

本
会
議
は
、
午
前
10
時
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
各
委
員
会
の
開
催
時
刻
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
議
会
事
務
局
議
事
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
と
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム

本
会
議
の
模
様
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も
視
聴
で
き
ま

す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
生
中
継
す
る
ほ
か
、
会
議
の

翌
日
（
市
の
休
日
を
除
く
）
か
ら
は
録
画
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
会
議
録
は
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

（
議
事
課
（
４
８
３
）１
１
５
１
）

や
ち
よ
子
育
て
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に

広
告
を
載
せ
ま
せ
ん
か

子
育
て
に
関
す
る
情
報
を
ま
と
め
た「
や
ち
よ
子
育
て
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」

を
（
株
）
サ
イ
ネ
ッ
ク
ス
と
官
民
協
働
で
作
成
し
ま
す
。
発
行
に
あ
た
り
、

掲
載
す
る
広
告
を
募
集
し
ま
す
。
規
格
は
Ａ
５
判
、
フ
ル
カ
ラ
ー
約
72
ペ

ー
ジ
、
１
万
１
０
０
０
部
発
行
予
定
。
母
子
健
康
手
帳
の
交
付
時
に
配
布

す
る
ほ
か
、
市
役
所
、
支
所
・
連
絡
所
、
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、

公
民
館
、
図
書
館
な
ど
で
配
布
し
ま
す
。
広
告
に
つ
い
て
は
、（
株
）
サ

イ
ネ
ッ
ク
ス
千
葉
支
店

０
４
３（
２
３
８
）８
２
８
０
へ
。
や
ち
よ
子
育

て
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
保
育
課
（
４
２
１
）６
７
５
２

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

インターネット
中継

会議録検索
システム

お問い合わせは
戸籍住民課
421-6719

八千代緑が丘駅前に
緑が丘支所がオープンします
　高津支所を移転し、６月13日㈪から東葉高
速鉄道八千代緑が丘駅北口の公園都市プラザ
１階（地上階はＧ

ブランドフロア

Ｆですのでご注意ください。）
に新しく緑が丘支所として開設します。緑が
丘支所の電話番号は、これまでの高津支所と
同じ 450-5078です。
　取り扱い業務は、旧高津支所および市内の
ほかの支所と同じです。また、開所時間は、
土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く午前８
時30分～午後５時で変更ありません。
　八千代緑が丘駅北口ロータリーに面した公
園都市プラザのデッキの端が緑が丘支所です。
駅の改札からそのまま歩いて行くことができ
ます。支所と左隣の店舗との間の扉から建物
の中に入ると右側に自動ドアがあります。
　車で来所する場合は、公園都市プラザ敷地
内駐車場または県道船橋印西線を挟んで向か
い側のタイムズ八千代緑が丘駐車場が利用で
きます。支所を利用した場合は、駐車料金が
２時間まで無料となりますので、駐車場の発
券機から発券される駐車券を持ってお越しく
ださい。

高津団地商店街に
高津連絡所がオープンします
　６月13日㈪から高津団地商店街に新しく高
津連絡所を開設します。連絡所の電話番号は
458-6005に変わります。
　取り扱い業務は、各種証明書（住民票、戸
籍謄本、印鑑証明など）の発行、住民異動届（転
入、転出など）の受け付け、他課申請書類な
どの取り次ぎを行います。連絡所では、出生
届や婚姻届などの戸籍届の受け付け、印鑑登
録の業務は行いませんのでご注意ください。
　開所時間は、市内の支所・連絡所と同じく、
土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く午前８
時30分～午後５時です。車で来所する場合は、
高津団地商店街駐車場をご利用ください。

支所・連絡所の取り扱い業務

　支所・連絡所の取り扱い業務は、次のとお
りです。不明な場合は、事前に市ホームペー
ジをご覧いただくか、戸籍住民課までご確認
の上、お越しください。
支所　八千代台・勝田台・米本・緑が丘・村上
•住民票・戸籍謄本・課税証明書などの発行
•転入・転出・転居などの住民異動受け付け
•出生・婚姻・死亡などの戸籍届受け付け
•印鑑登録、印鑑証明の発行
•市税・保険料などの収納
•他課申請書類などの取り次ぎ業務 他
連絡所　睦・高津
•住民票・戸籍謄本・課税証明書などの発行
•転入・転出・転居などの住民異動受け付け
•印鑑証明の発行
•市税・保険料などの収納
•他課申請書類などの取り次ぎ業務 他

　高津支所は耐震性が不足しているため、八千代緑が丘駅前に移転し、
緑が丘支所として開設します。また、高津団地商店街に高津連絡所を開
設します。緑が丘支所ではこれまでと同じ業務を行いますが、高津連絡
所では戸籍の届出受け付けや印鑑登録などの業務は行いませんので、来
所する前に取り扱い業務をご確認ください。

12日㈰まで高津支所は休所します

　支所および連絡所の移転作業と開設準備のた
め、高津支所は６月１日㈬～12日㈰の間休所し
ます。ご用の方は市役所本庁か、他の支所をご
利用ください。ご不便をおかけしますが、ご協
力をお願いします。▲ 緑が丘支所の位置

▲ 写真左の扉からお入りください

▲ 高津連絡所の位置

▲ 高津連絡所の外観

公園都市
プラザ１階

至勝田台

至国道296号

至西船橋

新木戸小

県道船橋
印西線 八千代緑が丘駅

至勝田台

国道296号

高津連絡所
（高津団地商店街内）

高津団地

高津団地

至西船橋

至船橋 至佐倉

新木戸小

旧高津支所

八千代緑が丘駅


